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１ 背景・経緯 

  地方公務員の非常勤職員について、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度を明確化し、

守秘義務などの服務規律を課すため、地方公務員法が改正されました。また、国家公務員の

非常勤職員における取扱や民間の非正規雇用労働者の処遇改善に向けた動向等を踏まえ、地

方公務員の一般職の非常勤職員に対して期末手当を支給可能とするため、地方自治法が改正

されました。

    このような法改正により、令和２年４月１日から一般職の非常勤職員である「会計年度任

用職員制度」が創設されます。このことに伴い、会計年度任用職員に支給する給与及び費用

弁償について規定するため、新たに条例を制定します。 

●会計年度任用職員制度について

常勤職員 
臨時的 

任用職員 

（会計年度任用職員制度の要点）

【任用関係】 

○ 任用期間は、一会計年度の範囲内で設定 

○ 採用に当たっては、公募を行った上で、客観的な能力実証を実施 

○ 勤務形態は、フルタイム（週の勤務時間が常勤職員と同様）又はパートタイム（週の勤務時

間が常勤職員未満）で設定 

【服務関係】 

  ○ 一般職であるため、常勤職員と同様に地方公務員法上の服務に関する規定が適用 

    例）法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務など 

  ○ 服務上の違反があった場合には、懲戒処分の対象 

【給付関係】   具体的な内容は条例で定める必要

  ○ ６月以上任用される会計年度任用職員に期末手当を支給 

＜現行制度＞ 

＜制度改正後＞ 

非常勤職員 

常勤職員 

臨時的 

任用 

職員 

非常勤職員 

＜特別職非常勤＞ 

常勤職員の欠員 

代替に限定 

会計年度任用職員 

例）保育員、外国人相談員 

＜一般職非常勤＞ 

服務規律の適用 

期末手当の支給 

例）産業医、学校医 

＜特別職非常勤＞ 

助言・調査・診断等の

特定の職に限定 

例）保育員、外国人相談員 

→任命権者の指揮監督の下で業

務に従事 

例）産業医、学校医 

→指揮監督を受けずに自らの判

断において業務に従事 

第１ 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 
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２ 条例の概要 

（１）フルタイム会計年度任用職員に対する給料等 

フルタイム会計年度任用職員には、以下の給料等を支給します。

給料 原則、常勤職員の各給料表の１級の月額の中で決定して支給 

地域手当 給料の20％の額を支給 

通勤手当 通勤に運賃等を要する場合に支給 

特殊勤務手当 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務をした場合に支給 

超過勤務手当 正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に支給 

休日給 休日に勤務した場合に支給 

夜勤手当 正規の勤務時間として深夜に勤務した場合に支給 

期末手当 基準日に在職する職員等に対して、年間で計2.6月分を支給 

（２）パートタイム会計年度任用職員の対する報酬等 

パートタイム会計年度任用職員には、以下の報酬等を支給します。

報酬 原則、常勤職員の各給料表の１級の月額の中で決定して支給 

地域手当に相当する報酬 報酬の20％の額を支給 

特殊勤務手当に相当する報酬 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務をした場合に支給 

超過勤務手当に相当する報酬 正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に支給 

休日給に相当する報酬 休日に勤務した場合に支給 

夜勤手当に相当する報酬 正規の勤務時間として深夜に勤務した場合に支給 

期末手当 基準日に在職する職員等に対して、年間で計2.6月分を支給 

費用弁償 通勤及び出張に係る費用を弁償 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日

４ その他の規程整備 ※詳細は別紙参照

  会計年度任用職員制度の創設等に当たり、以下のとおり関係条例を改正します。

   ・港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

   ・公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例

   ・外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例

   ・港区職員の分限に関する条例

   ・港区職員の懲戒に関する条例

   ・港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

   ・港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

   ・港区職員の配偶者同行休業に関する条例

   ・港区職員の育児休業等に関する条例

   ・港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

・港区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

   ・港区職員の給与に関する条例

   ・港区職員の退職手当に関する条例
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第２ 成年被後見人等に係る欠格条項の削除に伴う港区職員の給与に関する条例等

の改正について 

１ 背景・経緯 

平成２８年５月１３日に施行された「成年後見制度の利用の促進に関する法律」

第１１条において、「成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、

成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要

な見直しを行う」とされました。 

地方公務員の場合、現在は成年被後見人又は被保佐人（以下「成年被後見人等」

といいます。）である場合、能力の有無に関わらず、地方公務員法第１６条（欠格

条項）の規定により、職員としての受験及び採用の余地がありません。また、職員

である者が成年被後見人等となったときは、何ら処分を要せずに職を失うこととさ

れています。 

成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、「成年被後見人等

の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」

（令和元年６月１４日公布）が整備され、成年被後見人等に係る欠格条項を削除す

る改正地方公務員法が令和元年１２月１４日から施行されます。 

２ 条例改正の概要 

地方公務員法第１６条第１項第１号の規定（成年被後見人等に係る欠格条項の規

定）を引用している以下の条例を改正します。

改正条例 改正内容 

港区職員の給与に

関する条例

期末手当及び勤勉手当の支給基準日前の１か月以内に、成年

被後見人等に該当し、失職をした場合であっても当該手当を

支給することを定めている規定について、成年被後見人等に

係る規定を削除します。

港区職員の退職手

当に関する条例

退職手当の全部又は一部支給制限の対象事由（懲戒免職等）

を定めている規定について、成年被後見人等に係る規定を削

除します。

港区職員の旅費に

関する条例

旅費を支給しない場合の事由（禁錮以上の刑等）を定めてい

る規定について、成年被後見人等に係る欠格条項の削除に伴

い、地方公務員法第１６条の条項番号を変更します。

３ 施行期日 

令和元年１２月１４日 

【参考】地方公務員法第１６条（欠格条項） 
次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競
争試験若しくは選考を受けることができない。 
１ 成年被後見人又は被保佐人 
（第２号から第５号まで省略）



会計年度任用職員制度の創設等に伴う条例改正について 

※ 配偶者同行休業とは、職員の配偶者等が外国での勤務等により外国に住所又は居所を定めて滞在する場合に、３年を超えない範囲内で当該職員が生活を共にするための休業をいいます。

項 条 例 題 名 条 例 概 要 改 正 の 趣 旨

１
港区人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例

職員の任免及び職員数の状況等の公表に

関し必要な事項を定めるもの
パートタイム会計年度任用職員は、公表対象から除く旨の改正

２
公益的法人等への港区職員の派遣等に

関する条例

公益的法人等（社会福祉法人港区社会福

祉協議会等）への職員の派遣等に関し必

要な事項を定めるもの

地方公務員法改正による条件付採用に係る規定の条項ずれに伴う改正

３
外国の地方公共団体の機関等に派遣さ

れる港区職員の処遇等に関する条例

外国の地方公共団体の機関等に派遣され

る職員の処遇等に関し必要な事項を定め

るもの

地方公務員法改正による条件付採用に係る規定の条項ずれに伴う改正

４ 港区職員の分限に関する条例
職員の休職、降給、降任、免職の基準等

に関する事項を定めるもの
会計年度任用職員の休職期間は、任命権者が定める任期の範囲内とする旨の改正

５ 港区職員の懲戒に関する条例
職員の懲戒の手続及び効果等に関する事

項を定めるもの

会計年度任用職員の懲戒処分における減給の効果については、給料又は報酬の５分の１以下を減ず

るものとする旨の改正

６
港区職員の職務に専念する義務の特例

に関する条例

職務に専念する義務の特例に関する事項

を定めるもの
会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除については、任命権者が別に定める旨の改正

７
港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例

職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必

要な事項を定めるもの

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等については、区規則及び港区教育委員会規則に定める

旨等の改正

８
港区職員の配偶者同行休業に関する条

例 

職員の配偶者同行休業※に関し必要な事

項を定めるもの
地方公務員法改正による条件付採用に係る規定の条項ずれに伴う改正

９ 港区職員の育児休業等に関する条例
職員の育児休業等に関し必要な事項を定

めるもの
会計年度任用職員の部分休業の取得要件等を定める旨の改正

10 
港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に

関する条例

非常勤職員の報酬及び費用弁償の額並び

にその支給方法について定めるもの
会計年度任用職員を当該条例の適用除外とする旨の改正

11 
港区職員団体のための職員の行為の制

限の特例に関する条例

職員が給与を受けながら、職員団体のた

めの業務を行い、又は活動することがで

きる事項を定めるもの

会計年度任用職員等が年次有給休暇を取得する場合等については、給与を受けながら職員団体のた

めの活動を行うことができるものとする旨の改正

12 港区職員の給与に関する条例 職員の給与に関する事項を定めるもの 会計年度任用職員の給与に関する事項については、別に条例で定める旨等の改正

13 港区職員の退職手当に関する条例
職員の退職手当について必要な事項を定

めるもの
フルタイム会計年度任用職員の退職手当の支給要件等について定める旨等の改正

別 紙


